
（単位：千円）

歳入決算額歳出決算額歳入歳出差引額 前年度決算額 対前年度

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ｃ 増減額％

船津財産区 412,083 417,575 64,867 352,708 86,031 △ 24.6

小立財産区 591,412 604,289 119,791 484,498 110,625 8.3

大石財産区 22,317 27,635 5,425 22,210 10,808 △ 49.8

河口財産区 98,473 109,528 12,176 97,352 20,330 △ 40.1
西深沢県有財
産保護財産区 2,125 2,106 814 1,292 973 △ 16.3

勝山財産区 67,753 92,922 48,436 44,486 72,116 △ 32.8

長浜財産区 2,297 2,209 2,030 179 2,271 △ 10.6

西湖財産区 15,403 17,098 13,122 3,976 7,547 73.9

大嵐財産区 22,219 22,272 21,668 604 16,673 30.0
青木ｹ原県有財
産保護財産区 648 490 470 20 551 △ 14.7

精進財産区 2,174 2,092 726 1,366 707 2.7

本栖財産区 656 619 361 258 360 0.3

富士ケ嶺財産区 133 1,390 0 1,390 325 △ 100.0
大室山県有財
産保護財産区 1,917 1,568 1,383 185 1,405 △ 1.6

小立簡易郵便局 7,431 9,085 5,687 3,398 5,801 △ 2.0

河口湖治水事業 43,576 46,671 9,204 37,467 14,729 △ 37.5

国民健康保険 2,604,173 2,581,427 2,564,628 16,799 2,662,029 △ 3.7

老人保健 165,376 170,932 163,475 7,457 1,660,837 △ 90.2

後期高齢者医療 181,403 175,706 174,698 1,008 0 皆増

介護保険 1,214,282 1,235,852 1,186,572 49,280 1,126,096 5.4
介護予防支援
事業 10,055 9,346 8,287 1,059 16,558 △ 50.0
船津公園墓地事
業 9,102 9,338 7,906 1,432 8,721 △ 9.3
小立公園墓地事
業 7,474 7,910 6,598 1,312 6,565 0.5

勝山墓地事業 1,806 3,895 555 3,340 13,203 △ 95.8
大石簡易水道
事業 94,813 95,212 59,254 35,958 37,772 56.9
河口簡易水道
事業 53,085 59,104 31,834 27,270 25,659 24.1
足和田簡易水
道事業 38,319 41,457 32,247 9,210 26,561 21.4

特別会計名 予 算 現 額

平成２０年度富士河口湖町特別会計決算状況



上九一色簡易
水道事業 248,390 254,180 224,805 29,375 356,458 △ 36.9
富士河口湖町
下水道事業 2,342,227 2,343,707 2,225,410 118,297 1,629,451 36.6
本栖下水道事
業 2,503 2,836 2,178 658 13,131 △ 83.4
精進特定環境
下水道事業 51,403 53,824 50,445 3,379 54,846 △ 8.0

温泉事業 44,330 45,728 33,865 11,863 35,129 △ 3.6

合　　計
8,359,358 8,448,003 7,078,917 1,369,086 8,024,268 △ 11.8



平成 20年度富士河口湖町特別会計決算の概要 
 
３３会計ある特別会計について決算の概要は次のとおりとなります。 

○ 船津財産区特別会計 
収入は安定しており、財産保全のために計画的な事業が執行できます。 
歳入は、417,575,107 円で主なものは繰越金 80.2％（334,819,451 円）、財産収

入 17.9％（74,580,215円）となっています。 
 歳出は、64,866,952 円で財産管理費 41.1％（26,647,787 円）、諸支出金 52.7％
（34,160,078円）となっています。 

○ 小立財産区特別会計 
   収入は安定しており、財産保全のために計画的な事業が執行できます。 
   歳入は、604,289,175 円で主なものは、繰越金 78.2％（472,257,711 円）、財産

収入 21.4％（129,062,039円）となっています。 
   歳出は、119,791,220円で主なものは財産管理費 20.1％（24,098,693円）、諸支

出金 73.1％（87,511,232円）となっています。 
○ 大石財産区特別会計 
   収入が比較的少ないため財源の確保に努め財政の安定化を図っています。 
   歳入は 27,635,424円で内訳は、繰越金 79.4％（21,953,239円）財産収入 10.2％

（2,807,250円）、諸収入 10.4％（2,874,935円）となっています。 
   歳出は 5,424,556 円で、主なものは諸支出金 61.1％（3,312,300 円）、財産区管

理会費 20.7％（1,120,756円）となっていいます。 
○ 河口財産区特別会計 
   収入は比較的安定してきており、財産保全のために計画的な事業が執行できます。 
   歳入は 109,528,322円で主なものは、繰越金 80.9％（88,579,855円）、財産収入

11.4％（12,467,105円）繰入金 6.4％（7,000,000円）となっています。 
   歳出は、12,175,788円で主なものは諸支出金 58.1％（7,068,990円）、財産管理

費 32.1％（3,903,817円）となっています。 
○ 西深沢外十三恩賜県有財産保護財産区特別会計 
   歳入は、2,105,659 円で内訳は繰越金 85.9％（1,808,320 円）、諸収入 14.1％

（297,339円）となっています。 
   歳出は 813,948円で、内訳は財産区管理会費 73.1％（594,975円）、部分林造成

費 14.4％（117,373円）、公債費 12.5％（101,600円）となっています。 
○ 勝山財産区特別会計 
   収入は比較的安定化しており、財産保全のために計画的な事業が執行できます。 
   歳入は 92,922,369 円で、主なものは財産収入 75.8％（70,402,012 円）、繰越金

24.0％（22,320,149円）となっています。 



   歳出は 48,436,026円で主なものは諸支出金 66.6％（32,276,547円）財産管理費
27.7％（13,432,109円）となっています。 

○ 長浜財産区特別会計 
   歳入は 2,208,726円で主なものは繰入金が 94.3％（2,083,000円）、繰越金 5.7％

（125,126円）となっています。 
   歳出は、2,029,500 円で諸支出金 100％（2,029,500 円）がすべてとなっていま

す。 
○ 西湖財産区特別会計 
   歳入は、17,098,058円で内訳は、繰越金 51.2％（8,757,700円）、繰入金 20.0％

（3,417,000円）、財産収入 17.9％（3,056,958円）、諸収入 10.9％（1,866,400円） 
となっています。 

   歳出は、13,121,701円で主なものは財産管理費 62.0％（8,133,561円）、諸支出
金 36.6％（4,798,200円）となっています。 

○ 大嵐財産区特別会計 
   歳入は、22,272,128 円で財産収入 73.5％（16,369,299 円）、繰越金 18.7％

（4,169,491円）が主なものとなっています。 
   歳出は、21,667,571円で諸支出金 89.9％（19,483,100円）、財産区管理会費 7.2％

（1,568,067円）、財産管理費 2.8％（616,404円）となっています。 
○ 青木ケ原外七字及子合山外七字恩賜県有財産保護財産区特別会計 
   歳入は 490,286円で雑入 91.6％（449,267円）、県支出金 4.5％（21,992円）、繰

越金 3.9％（19,027円）となっています。 
   歳出は 469,694 で諸支出金 85.2％（400,000 円）、事業費 14.8％（69,694 円）

となっています。 
○ 精進財産区特別会計 
   歳入は 2,092,220 円で主なものは繰越金 46.0％（961,620 円）、諸収入 31.1％

（650,600円）、繰入金 19.1％（400,000円）となっています。 
   歳出は 725,980円で諸支出金 54.8％（397,800円）、財産管理費 32.1％（233,180

円）財産区管理会費 13.1％（95,000円）となっています。 
○ 本栖財産区特別会計 

歳入は 619,432 円で主なものは繰入金 64.6％（400,000 円）、繰越金 35.4％
（219,132円）となっています。 

   歳出は 360,500円で諸支出金 71.7％（258,500円）、財産管理費 20.0％（72,000
円）財産区管理会費 8.3％（30,000円）となっています。 

○ 富士ケ嶺財産区特別会計 
歳入は 1,390,033円で主なものは財産収入 74.3％（1,171,602円）、繰越金 15.7％

（217,931円）となっています。 



   歳出は 0円で今回支出はありませんでした。 
○ 大室山外三十字恩賜県有財産保護財産区特別会計 

歳入は 1,568,383 円で諸収入 81.0％（1,269,696 円）、繰越金 19.0％（298,687
円）、となっています。 

   歳出は 1,383,430円で諸支出金 57.8％（800,000円）、財産管理費 31.6％（436,628
円）財産区管理会費 10.6％（146,802円）となっています。 

○ 小立簡易郵便局事業特別会計 
   歳入 9,085,498円で、手数料 56.4％（5,106,163円）、繰越金 38.9％（3,525,672

円）、諸収入 5.0％（453,663円）となっています。 
   歳出は、5,686,810円で全額総務費での支出となっています。 
○ 河口湖治水事業特別会計 
   歳入は 46,670,668円で主なものは繰越金 77.4％（36,128,395円）、繰入金 21.4％

（10,000,000円）、使用料 0.9％（442,000）となっています。 
   歳出は、9,203,540円で事業費 97.9％（9,010,340円）とほとんどを占めていま

す。 
○ 国民健康保険特別会計 
   歳入においては、国民健康保険税が全体の 30.0％（775,108,572円）国庫支出金

が 29.2％（753,224,219 円）でこの二つが主な財源となっており全体の 59.2％を
占めています。 

   国民健康保険税については、国民健康保険特別会計を支える柱ですが今決算にお

いて 1億 6千万円にのぼる収入未済額があり、国民健康保険の運営を安定的に運営
していくためにも、この問題の解決に向けた対策を早急に検討していかなければな

らない状況となっています。 
   また、医療費の増加を抑制するためにも各種健康増進事業を推進する必要があり

ます。 
○ 老人保健特別会計 
 平成 20 年度から一部が後期高齢者医療制度に移行しました。歳出の 99.2％を医
療給付費が占めているため、今後も更なる医療費の削減を目指し、健康増進の諸事

業をさらに充実させるとともに、健康管理指導等の徹底に期待するところです。 
○ 後期高齢者医療特別会計 
   平成 20 年度からの始まった 75 歳以上の方の医療制度です。山梨県全体の広域

連合で組織・運営しており、広域連合への納付金が 96.0％を占めております。後
期高齢者医療も老人保健医療同様、更なる医療費の削減を目指し、健康増進の諸事

業がさらに充実することを期待するところです。 
○ 介護保険特別会計 
   歳出の 94.9％（1,126,450,019円）を占める保険給付費は、要介護等の認定者・



介護サービス利用者の増加、民間事業者の業務参入等より多くの介護サービスの提

供が受けられることにより増加しています。 
   主な事業費の保険給付費が増えたことにより決算額が増加しました。 
   歳入は、保険料が 18.1％（223,648,070円）、支払基金交付金 28.2％（348,988,000

円）、国庫支出金 22.6％（278,933,239円）、繰入金 13.3％（165,022,261円）とな
っています。一般会計からの繰入金が制度上増加しており、今後の事業費の動向が

一般会計の財政に影響を与えるため、健康づくり事業や健康管理事業を行い保険給

付費の減少に努めていきます。 
○ 介護予防支援事業特別会計 
   歳入は、サービス収入 2,244,000円、繰越金 3,101,051円、繰入金 4,000,000円

等の 9,346,251円、歳出は、介護サービス支援事業費の 8,287,295円となっていま
す。 

○ 船津公園墓地事業特別会計 
   歳入は、9,337,675円で繰入金 48.2％（4,500,000円）、使用料 32.7％（3,054,000

円）、繰越金 19.0％（1,777,911円）が主な内訳となっています。 
   歳出は、7,905,746円で管理費 94.4％（7,465,746円）、諸支出金 5.6％（440,000

円）となっています。 
○ 小立公園墓地事業特別会計 
   歳入は、7,910,297千円で繰越金 55.8％（4,411,183円）、使用料 31.5％（2,490,000

円）が主なものとなっています。 
   歳出は、6,597,771円ですべて管理費として支出しています。 
○ 勝山墓地事業特別会計 
   歳入は 3,894,649円で繰越金 73.1％（2,847,787円）、使用料及び手数料が 6.1％

（991,500円）が主なものとなっています。 
歳出 555,244円はすべて管理費です。 

○ 大石簡易水道事業特別会計 
   歳入 95,211,675円で、使用料・手数料 13.7％（13,074,770円）、繰入金 65.0％

（61,866,000円）、繰越金 11.3％（10,718,027円）、国庫支出金 5.6％（5,289,000
円）等となっています。 

   歳出は、59,254,135円で事業費である簡易水道費が 96.3％（57,104,735円）と
そのほとんどを占めます。 

○ 河口簡易水道事業特別会計 
   歳入 59,104,439円で、使用料・手数料 34.4％（20,324,270円）、繰越金 28.3％

（16,723,889円）、雑入 29.0％（17,169,192円）繰入金 6.6％（3,923,000円）が
主なものとなっています。 

   歳出は、31,833,778 円で事業費である簡易水道費が 84.5％（26,903,230 円）、



公債費 7.6％（2,422,548円）が主なものとなっています。 
○ 足和田簡易水道事業特別会計 
   歳入 41,457,279円で、使用料・手数料 33.0％（13,692,260円）、繰越金 14.0％

（5,807,870円）、繰入 46.2％（19,165,720円）等となっています。 
   歳出は、32,247,189 円で事業費である簡易水道費が 76.5％（24,682,500 円）、

公債費 18.2％（5,882,689円）とそのほとんどを占めます。 
○ 上九一色簡易水道事業特別会計 
   歳入は 254,179,537円で、使用料・手数料 12.1％（30,702,069円）、国庫支出金

28.3％（72,000,000円）、簡易水道債 45.5％（115,700,000）繰入金 5.0％（12,777,629
円）となっています。 
歳出は、224,804,683 円で簡易水道費 90.3％（203,002,631 円）、公債費 9.1％

(20,531,052円)が主なものとなっています。 
○ 富士河口湖町下水道事業特別会計 
   歳入は 2,343,706,637円で、下水道債 55.5％（1,300,500,000円）、繰入金 22.8％

（534,196,000円）、国庫支出金 3.4％（80,625,000円）、使用料 12.4％（291,543,324
円）が主なものとなっています。 

   歳出は 2,225,409,544円で、昨年度に引き続き高金利の下水道債 928,800,000円
を繰り上げ償還したため 72.9％（1,622,091,153円）となり、下水道事業費の 17.9％
（398,049,890円）、総務費 9.2％（205,268,501円）となっています。 

○ 本栖下水道事業特別会計 
   歳入は 2,836,180円で使用料 2,015,685円、繰越金 818,945等で、歳出は総務費

1,915,877円、公債費 262,322円となっています。 
○ 精進特定環境保全公共下水道事業特別会計 
   歳入は 53,823,786円で繰入金 45,400,000円、使用料 5,181,720円がほとんどを

占めます。歳出は 50,445,433 円で総務費 4,614,753 円、下水道事業費 2,979,100
円、公債費 42,851,580円となっています。 

○ 温泉事業特別会計 
   歳入のうち大半を占める温泉使用料は、堅調に推移し財源的に安定しているため

事業は順調に行われています。歳入は、45,727,548円で使用料 86.5％（39,568,560
円）、繰越金 13.4％（6,144,444円）となっています。歳出は、33,865,226円で事
業管理費 72.0％（24,375,339円）、総務費 13.5％（4,560,330円）、公債費 14.6％
（4,929,557円）となっています。 




